
 

港湾土木請負工事積算基準（平成 23年度改訂版）  一部改訂  新旧対照表（平成 23年 8月 1日） 

  

掲 載 頁 現行（旧） 改訂（新） 備   考 

第１部 

第５章 

１節 

回航・えい航費 

5-1-7 

２－３ 回航の積算 

２－３－１ 艤装費の算出 

１） 算出手順 

・回航対象船種、規格  →             → ①基礎価格 

 

 

・ 回航対象船種                     

・ 回航方式 

 

 

① 基礎価格                       

② 艤装費率 

 

２） 艤装費の算出 

艤装費＝被回航船舶等の購入価格×艤装費率   （小数１位切捨て） 

    ただし、これによることが不適当な場合は条件等を考慮して別途算出することができる。 

 (1) 購入価格は「船舶および機械器具等の損料算定基準」に定める基礎価格とする。 

  (2) 艤装費率は艤装費の購入価格に対する割合とし、下表を標準とする。 

被回航船舶等の種別 被回航の場合 自力回航の場合 

主 作 業 船 0.0030 0.00030 

付 属 作 業 船 0.0015 0.00015 

作 業 船 用 付 属 品 0.0010 － 

 

         注）被回航船舶等のうち主作業船は以下のとおりとする。 

ポンプ浚渫船、バージアンローダ船、空気圧送船、グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船、 

起重機船、杭打船、サンドコンパクション船、サンドドレーン船、ケーソン製作用台船、 

コンクリートミキサー船、深層混合処理船 

 

２－３ 回航の積算 

２－３－１ 艤装費の算出 

１）算出手順 

・回航対象船種、規格  →             → ①基礎価格 

 

 

・ 回航対象船種                     

・ 回航方式 

 

 

③ 基礎価格                       

④ 艤装費率 

 

２）艤装費の算出 

艤装費＝被回航船舶等の購入価格×艤装費率   （小数１位切捨て） 

    ただし、これによることが不適当な場合は条件等を考慮して別途算出することができる。 

 (1) 購入価格は「船舶および機械器具等の損料算定基準」に定める基礎価格とする。 

  (2) 艤装費率は艤装費の購入価格に対する割合とし、下表を標準とする。 

被回航船舶等の種別 被回航の場合 自力回航の場合 

主 作 業 船 
0.0025 

(0.0020) 
0.00030 

付 属 作 業 船 0.0015 0.00015 

作 業 船 用 付 属 品 0.0010 － 

注）（ ）の艤装費率は、静穏な海域のみを回航する被回航船舶の艤装費率。 

         注）被回航船舶等のうち主作業船は以下のとおりとする。 

ポンプ浚渫船、バージアンローダ船、空気圧送船、グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船、 

起重機船、杭打船、サンドコンパクション船、サンドドレーン船、ケーソン製作用台船、 

コンクリートミキサー船、深層混合処理船 

 

 

 

 

 

基礎価格の決定 

艤装費率の選定 

艤装費の算出 

基礎価格の決定 

艤装費率の選定 

艤装費の算出 

→ → 

→ → 

→ → 

→ → 

②艤装費率 

・艤装費 

②艤装費率 

・艤装費 


